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京都人権啓発推進会議／京都府中小企業団体中央会

中小企業組合等課題対応支援事業活用事例
【西陣織工業組合】

〈全国中小企業団体中央会公募事業〉

　「西陣織製品の販路開拓並びに需要拡大に向けた展示会の開催」をテーマとして、令和７年度に西陣織工業組合
が全国中小企業団体中央会の公募事業「中小企業組合等活路開拓事業」を活用された事例を紹介します。

オープンファクトリーの風景

西陣織大会の風景

　歴史と伝統のある西陣織の新作展示会「西陣織大会」を中心に、オープンファクトリーの設置や組合員である織
屋の情報を集めた西陣マップの作成等、多彩な内容を取り込んだ総合的な展示会「西陣織博2025」が、令和７年
11月15日（土）・16日（日）に西陣織会館で開催された。
　西陣織の新作を一堂に展示公開する「西陣織大会」では、消費者の嗜好や現在の流行などを捉えるため、きもの
愛好家や業界人・専門家による審査を行い、優秀作品を選定された。また、入賞作品については、来場者に作品に
対する理解を深めていただく機会として、組合役員による列品解説を実施された。
　「オープンファクトリー」では、西陣織の各工程の職人が実演・説明するとともに、工程ごとのパネルや西陣織
関連工程パンフレットを作成し、来場者に西陣織の複雑な工程をわかりやすく紹介された。
　本展示会事業により、審査員や来場者への調査を通してものづくりの需要や催事の在り方等を把握することがで
きた。また、3,000名を超える来場者に西陣織のブランドをPRする機会となり、新たなビジネスチャンスの創出
や需要の拡大等につながる事業となった。
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特集Ⅰ

　今回は、通常総会（総代会）および理事会の議事録の作成について解説いたします。
　現行の中小企業等協同組合法（以下「中協法」といいます。）では、総会（総代会）および理事会の議事録には、
以下の事項を記載することが定められています。なお、定款にこれらの定めがない場合であっても、法令に基づい
た議事録を作成する必要がありますので、ご留意ください。

通常総会（総代会）議事録
作成例 ○○○○組合

招集年月日　　令和　　年　　月　　日 　
（総会招集手続きは、全員の同意があり省略する。）
開催の日時　　令和　　年　　月　　日　午前（後）　　時　　分 　
開催の場所　　　（住所、会議場名） 　
　理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法 　　
　理事　○人、出席理事　○人（本人出席　○人、ＷＥＢ出席 ○人）…【※１】 　　
　監事　○人、出席監事　○人（本人出席　○人、ＷＥＢ出席 ○人）…【※１】 　
組合員数（総代数）及び出席者数並びにその出席方法 　　
　組合員（総代） ○人、出席者 ○人 本人出席 ○人(うち 書面出席 ○人、ＷＥＢ出席 ○人) …【※２】、委任
　状出席 ○人 　
　出席理事　○○○○、○○○○、○○○○、○○○○ 　
　出席監事　○○○○、○○○○ 　
　議長　　　○○○○ 　
　議事録の作成に係る職務を行った理事　○○○○ 
議事の経過の要領及びその結果 　
　定刻に至り（氏　　名）は、司会者となり組合員総数（総代定数）及び出席者数を報告、定足数を満たして
おり本総 会（総代会）の成立を宣す。…【※３】 　
　まず開会にあたり、議長選任について議場に諮ったところ、司会者一任と決まり、司会者から（氏　　名）
を議長に 選任することについて提案全員異議なく賛成した。よって、議長は挨拶を行い議事に入る。 
第○号議案　令和○○年度決算関係書類及び事業報告書承認の件 　
　議長は、（氏　　名）より、中小企業等協同組合法第40条第8項に基づき決算関係書類、事業報告書及び監
査報告書 を提出並びに説明させ、議場にその承認を求めたところ全員異議なく賛成、可決決定された。
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（中　略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第○号議案　○○○○ 
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（中　略）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　議長は、本総会（総代会）の審議を終了した旨を告げ午前（後）　時　分に閉会を宣す。
　本総会（総代会）の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、議事録作成理事は本議事録を作成
し、次に記名押印す。
　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録作成理事　　　（氏　　名）　　㊞

※�この総会（総代会）議事録の記載例は、会社法の施行（平成18年５月１日）に伴い中小企業等協同組合法が改
正されたことを受け、定款の総会（総代会）の議事録につき「総会（総代会）の議事録は、書面又は電磁的記録
をもって作成するものとする。」とのみ規定している場合の例示となります。

　�法改正以降、法令上は総会（総代会）議事録に議長及び出席理事の署名（記名押印）は要求されていませんが、
定款に「総会（総代会）議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。」と規定して
いる組合では、定款の規定に従い次のように記載してください。必ず自組合の定款の規定をご確認ください。

～総会・理事会議事録の作成について～
組合事務のポイント③
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　本総会（総代会）の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、議長及び出席理事は本議事録を作成

し、次に 記名押印す。
令和　　年　　月　　日 

議　　長　　　（氏　　名）　　㊞
出席理事　　　（氏　　名）　　㊞
出席理事　　　（氏　　名）　　㊞

【※１】：�総会開催時点での就任者を記載してください。当該総会において役員の改選を行う場合は、新旧役員の就・
退任時期等により記載内容（氏名・数）が異なりますので注意が必要です。新旧両方の氏名及び数を記載
する場合は、新旧の区別をわかりやすく記載してください。 

【※２】：�本人出席した組合員のうち、開催場所に出席していない方法（書面又は電磁的方法、ＷＥＢ会議方式等）
による出席がある場合には、その出席方法および出席者数を記載してください。該当がない場合は、「本
人出席○人（開催場所に出席していない者なし）」と記載してください。なお、書面又は電磁的方法によ
る出席を認める場合には、あらかじめ定款にその旨の定めが必要です。

【※３】：�延期をした総会の議事録には、延期した理由、認可行政庁の延期了承の旨や延期にかかる組合員への周知
方法（組合事務所掲示、機関誌掲載、文書通知等）などについて記載してください。 

   （注） �各ページの余白には、捨印を押印してください。また、書類が2枚以上にわたる場合には、契印を押印し
てください。

   　　　�議案の中で定款変更の承認を行った場合は、「変更理由書」および「変更をしようとする箇所を記載した
書面」を、必ず議事録の一部として袋とじし、割印を押印してください。

理　事　会　議　事　録
� ○○○○組合
招集年月日 令和○○年○月○日

（理事会招集手続きは、全員の同意があり省略する。）
開催の日時及び場所　令和○○年○○月○○日　午前（午後）○○時○○分
　　　　　　　　　　　　○○○市○○○
理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
　　理　事 ○人　　出席理事 ○人（本人出席 ○人、書面出席 ○人）
　　監　事 ○人　　出席監事 ○人（本人出席 ○人、書面出席 ○人）
出席理事　　　○○○○　○○○○　○○○○　○○○○
出席監事　　　○○○○　○○○○
議　　長　　　○○○○
議事の経過の要領及び議案別議決の結果
　定款の規定により理事長（氏　　名）は議長に就任し議事に入る。（又は「理事の互選により（氏　　名）
は議長に選任され、議事に入る。」）
第　号議案　代表理事（副理事長、専務理事）選定の件
　議長は、理事たる代表理事（氏　　名）、副理事長（氏　　名）、専務理事（氏　　名）が令和○○年○○月
○○日（本日の通常総会終結時）をもって任期満了退任したのに伴い、代表理事（副理事長・専務理事）の資
格を喪失したことになったので、後任者を選定しなければならない旨を述べ、全員協議の結果、次の代表理事

（副理事長・専務理事）が選定され、その就任を承諾した。
　　　代表理事　（氏　　名）（住　　所）
　　　副理事長　（氏　　名）
　　　専務理事　（氏　　名）
　議長は、以上をもって議案の審議を終了した旨を告げ、午前（後）○時○分に閉会を宣す。
　本理事会の議事の審議要領及びその結果を明確ならしめるため、本議事録を作成し、議長並びに出席理事及
び監事は、次に記名押印す。
　　　令和　　年　　月　　日

議　　　  長　　　（氏　　名）　　　　　㊞　
出 席  理 事　　　（氏　　名）　　　　　㊞　
書面出席理事　　　（氏　　名）　　　　　㊞　
出 席　監 事　　　（氏　　名）　　　　　㊞　

（注） �代表理事および役付き理事は総会後の理事会において選定する必要があります。
　　　�書面により議決に参加した理事および出席した監事については、記名押印が義務付けられているのでご留意

ください。
　　　��また、議事録が2枚以上にわたる場合には、記名押印を行った者による契印が必要となります。
　　　通常の理事会議事録については署名のみで差し支えありませんが、理事会の決議により代表理事を選定した
　　　場合の議事録については、出席した理事は署名ではなく記名押印とすることが、登記申請上円滑です（監事
　　　が出席した場合も同様に記名押印が必要です）。これは、代表理事の就任に伴う変更登記（同一人が退任と
　　　就任を連続して行う「重任」を含みます）を申請する際、議事録に押印された印鑑について、市区町村長が
　　　作成した印鑑証明書の添付が必要となるためです（商業登記規則第61条第6項）
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中央会NEWS中央会NEWS
中小企業ひと・しごと環境魅力向上支援事業　成果事例報告会を開催

趣旨
　中小企業を取り巻く経営環境は、人手不足や長引く物価・原材料費高騰に加え、持続的な賃上げが求められ
るなど厳しい経営環境が続いています。このような状況下において、中小企業者は業務の効率化や労働環境の
改善・人材育成などの生産性向上に取り組むことが重要となります。
　本会では、専門家や実務家の意見を参考に業種・業界の垣根を越え、団体で生産性向上に関する先進事例や
ノウハウを学ぶ勉強会やワークショップ等の開催を支援するほか、その業界等において抱える特有の課題や解
決策を検討したうえで、自らの経営において生産性向上の取組を実践し、モデル化できるよう、ソフトとハー
ドを組み合わせた一体的な支援を実施します。

令和８年度（令和7年度２月補正）
「京都府生産性向上・人手不足対策事業費補助金」の募集開始

～中小企業の生産性向上を支援します～

概要
（１）　勉強会・ワークショップ事業 （２）生産性向上等モデル事業

対　　象 京都府内を主たる事務所所在地として定款等で定
め、事業を行う組合等

左記（１）の事業を実施した組合等
又は

組合等から、左記（１）の事業に参加したとの証
明を受けた京都府内に拠点を有する中小企業者等

申請期間 令和８年４月１４日（火）から
令和８年７月１４日（火）まで

令和８年４月１４日（火）から
令和８年７月２８日（火）まで

支援内容
生産性向上等に関する好事例等を学ぶ勉強会・
ワークショップ等の取組
※２回以上の開催が要件

左記（１）の事業を踏まえた、生産性向上等につ
ながるモデルとなる取組

補 助 率 ・
補助上限額

１０／１０以内　
1回あたり１０万円（税抜）（２回まで補助）

３／４以内
２００万円（税抜）

詳細情報 京都府中小企業団体中央会ホームページ
https://www.chuokai-kyoto.or.jp/guide/josei/ic-05/post-131.html

お問い合わせ

〒600-8009　
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地　京都経済センター３階
京都府中小企業団体中央会（業種別）担当者宛
本部事務所　☎ 075-708-3701
北部事務所　☎ 0773-76-0759
　※電話での問い合わせは、９時～１２時、１３時～１７時
　※�申請者の業種や地域毎に担当者が異なりますので、補助事業名、所属する組合名及び社名、業種等

を初めにお伝えください。

事
　業
　　紹
　　　介
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令和7年度(補正)事業環境変化対応型支援事業及び
令和８年度制度改正等の課題解決環境整備事業のご案内

　本会では、以下の2事業に基づき、価格転嫁や制度改正に関する個別相談について、専門家（税理士・社会保
険労務士等）による無料の専門家派遣を実施しております。ぜひご活用ください。
　☆事業環境変化に関する個別相談（専門家派遣）

　�　昨今の諸課題（最低賃金引上げ、省力化促進、エネルギー価格・物価の高騰、デジタル化対応等の対応といっ
た事業環境変化）に関連したテーマについて、組合等を対象に専門家による無料の個別相談支援（専門家派遣）
を実施しております。また、原材料費やエネルギーコストの上昇等に伴い、適正な価格転嫁に関するご相談
も増えており、団体協約の締結や連携による対策などについても、専門家が個別に対応いたします。

　<テーマ例>
●生産性向上・業務効率化（DX化、生成AI、省エネ対応等）　
●経営改善・売上アップ（団体協約、取引適正化、Web・SNSを活用した販路開拓等）
●�人材確保・スキルアップ（人材育成（デジタルスキル、交渉力）、採用戦略（多様な働き方、リモート対応）、生

産現場の技能継承等）
●リスクマネジメント（BCP対策、サイバーセキュリティ対策、コンプライアンス対応、原価高騰対策等）
●企業付加価値向上（事業承継、ブランディング、SDGｓ対応等）
●労働環境改善（就業規則、人件費対応、最低賃金への対応等）　など

☆制度改正(法令改正(条例の改正を含む）)に関する個別相談(専門家派遣)
　�　労働法制・税制・民法などの制度改正に対応するため、中小企業組合等の団体や中小企業・小規模事業者

が直面する課題の解決を図り、適正な事業運営を行える体制を整えることを目的として、組合・組合員等を
対象に専門家による無料の個別相談支援（専門家派遣）を実施しております。

<相談内容例>
●税制改正に対応するための税理士等の派遣
●育児介護休業法等改正に対応するための社会保険労務士等の派遣
●その他法改正に対応するための専門家の派遣
《お問合せは本会の組合担当者までお問合せ下さい》

　　京都府中小企業団体中央会　　本部事務所　　　　　　　　　　　☎ 075-708-3701
　　　　　　　　　　　　　　　　北部事務所　　　　　　　　　　　☎ 0773-76-0759

　本会では、京都府内の中小企業組合をはじめ中小・小規模事業者等の情報化に関する多様なニーズに対応するた
め、本部事務所に経営支援コーディネーター（ITの専門家）を配置し、相談窓口対応並びに専門家派遣を行い、本
会担当職員（中小企業応援隊）と共に課題解決を支援させていただきます。ぜひご活用ください。

（１）対 象 者
　京都府内の中小企業組合等及び組合員事業所等

（２）対象期間
　令和８年４月１５日（水）～令和９年２月１９日（金）

（３）派遣回数
　　１回につき１～２時間程度【無料】
　　※�業種・地区別の担当者と経営支援コーディネーター（ITの専門家）がご訪問いたします。また、本部事務所

における来会窓口相談も行っております。事前に下記までお問合せください。
（４）相談内容例
　○組合・組合員間の情報伝達・情報収集など組合事務管理のデジタル化を進めたい
　○デジタル化・DX化に伴う生産性の向上や業務の効率化を進めたい
　○共同事業の情報化を進めたい
　○SNSを活用して組合・組合員の情報発信を行いたい
　○会議などペーパレス化を進めたい
　○個人情報や機密情報の管理対応、セキュリティ対応を進めたい
　○その他、デジタル化を進めたいが、何から進めてよいかわからない等のお困りごと等

《専門家へのご相談の依頼は本会の組合担当者までお問合せ下さい》
　京都府中小企業団体中央会　　本部事務所　☎ 075-708-3701
　　　　　　　　　　　　　　　北部事務所　☎ 0773-76-0759
　　　　　　　　　　　　　　　Mail        cd03@chuokai-kyoto.or.jp

デジタル化・DXの推進に向けて
経営支援コーディネーター（ITの専門家）を派遣いたします！

事
　業
　　紹
　　　介

専
　門
　　家
　　　派
　　　　遣
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人事異動のお知らせ
（令和８年４月１日付）

　北部事務所所長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連携支援課係長
　　鹿島　秀敏　（前　北部事務所所長補佐）　　　　　　　　細見　　昇　（前　企画調整課係長）
　総務情報課係長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北部事務所主任
　　酒部　隆文　（前　総務情報課主任）　　　　　　　　　　山田　幸司　（前　北部事務所主事）
　総務情報課主事　　　　　　　　　　
　　岩井　宣樹　（前　連携支援課主事）

中央会　NEW Face
令和８年４月１日付けで、新入職員を迎えました。

新職員よりご挨拶申し上げます。

小寺　　香
（こてら　かおり）
企画調整課　主事
[主な担当]
機械・金属組合
京都伝統工芸協議会

４月より入職いたしました小寺と申
します。
持ち前の社交性を活かし、中小企業
組合及び中小企業・小規模事業者の
皆様に寄り添いながら、組合運営の
サポートや補助金支援に従事し京都
経済の持続的な発展に貢献できるよ
う尽力して参ります。

川上　綾子
（かわかみ　あやこ）
企画調整課　主事
[主な担当]
卸・小売・共同店舗
組合

（一社）京都府食品産業協会

相手の立場に立ち、丁寧に対応する
ことを心掛け、中小企業組合及び中
小企業・小規模事業者の皆様の発展
に少しでも貢献できるよう、一つひ
とつの業務に責任感を持ち、誠実に
取り組み、日々、学び続ける姿勢と
主体性を備え、周囲との調和を大切
にしながら職務を果たして参ります。

大友　悠督
（おおとも　ゆうとく）
連携支援課　主事
[主な担当]
建設関連・企業組合
助け合い隊事業

前職は北海道で農業関係の団体に勤
めておりました。中小企業組合及び
中小企業・小規模事業者の皆様に寄
り添いながら「現場に足繫く通う」
をモットーにコツコツと丁寧に取り
組み、一日でも早く皆様のお役に立
てるよう精進して参ります。

総務情報課
☎075-708-3701

事務局次長　五十棲
(課長事務取扱)　
係　　長　　酒　部
係　　長　　　奥
主　　任　　山田静
主　　事　　岩　井

【共同事務ｾﾝﾀｰ】
臨時職員　芝　田

企画調整課
☎075-708-3701

事務局次長　門　　
(課長事務取扱)　
係　　長　　前　川
係　　長　　中　林
主　　事　　𠮷　川
主　　事　　武　永
主　　事　　小　寺
主　　事　　川　上

【（一社）京都府食品産業協会】
☎075-708-3704
専 門 員　　八　木

連携支援課
☎075-708-3701

課　　長　　船　木
副 課 長　　伊　藤     
係　　長　　細　見
主　　事　　大　友    
コーディネーター　石　田

北部事務所
☎0773-76-0759

所　　長　　鹿　島
主　　任　　山田幸
　

京都府商店街振興組
合連合会【出向】
☎075-342-0301

事務局長　　古　川
課　　長　　福　井
主　　任　　滝　澤

専務理事　沼田

理事・事務局長　山口

事務局機構図 令和８年４月１日～
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業界景況天気図 概　　　　況

全　体 2月 →3月
　　

　中東情勢や原油価格高騰などによる影響を受け、複数の業界で値上げや入手困難なものが出てきて
いる。現時点ではまだ影響がない業界も、今後の影響を懸念しており、先行きの不透明感が強まって
いる。この状況が続くと、日本経済全体にマイナス影響が及ぶため、今後の動向に注視が必要である。

製造業

2月

↓
3月

繊維工業
　　

　染色整理業では、物価の継続的上昇や、諸産業で人手不足が顕在化する中で、業況は継続的に悪化
している。とりわけ、手仕事・伝統技法を継承する手描友禅や型友禅においては、京友禅製品を制作
する「ひと」（職人）・「もの」（道具類）等の不足・枯渇が極めて厳しい段階に入っている。加えて、
イラン情勢の変化に伴い、原材料とりわけ石油を原料とする染料への影響が懸念されている。

出版・印刷
　　

　製本業・印刷物加工業では、資材の値上げが厳しく、製本単価に全てを転嫁できず苦しい状況にある。
また、中東情勢により資材が入荷しづらくなっている。

鉄鋼・金属
　　

　金属プレス製品製造業では、半導体・電子部品に動きが出始めたが、地政学リスクによる影響を不
安視している。物価上昇により利益が減少しており、現状変化はないものの、原油調達に係る問題は
今後注視が必要である。

一般機械等
　　

　中東情勢による影響について、現時点では直接的に大きく変化はしていないが、今後、材料費高騰
や調達できない等が起こるのではないかと不安視されている。

その他製造業
　　

　プラスチック製品製造業では、中東情勢・原油等に関する影響として、先週からナフサ由来、特に
オレフィン系のものに影響が出始め、樹脂材料・プラスチック部材の追加注文は受け付けられなくな
ってきている。特に、袋類は常時流通量が多いこともあり、在庫も少なく早くに供給制限の影響が出
始めている。溶剤（シンナー類）も供給制限となってきており、化学薬品類も同様で、工程上で使用
される物品などに近いうちに市場影響が出始めそうだ。

非製造業

2月

↓
3月

卸　　売
　　

　飲食料品卸売業では、売上前年同月比103％と少し上昇し、先月に引き続き上昇しているが、昨年
の成績が悪かったこともあるので、注視していく必要がある。水揚げ量は前年同月比99％とやや上昇
した。気候温暖化が漁獲にも大きく影響している。行政による都マグロのブランド化で、少し好調な
のかもしれない。

小　　売
　　  

　各種商品小売業では、3月前半は動きが弱かったが、後半より本格的に春の観光商戦がスタートした。
中国人観光客は減っているが、全体では増えており、引き続き好調な動きを維持している。イラン情
勢の影響はまだそれほど表面化していないが、元々の原価高騰トレンドが続いている印象である。

商 店 街
　　

　中国との関係悪化により中国国内からの観光客は減ったが、円安のため、他外国からの観光客の来
日はあまり減少はない。中国人観光客の減少により、観光地や中心商店街は以前より静かなようだ。
日本人観光客は以前より戻ってきている。

サービス
　　  

　自動車整備業では、アメリカがイランを攻撃する中、中東地域の不安定化や輸送の妨害が発生する
と、部品供給の遅延やコスト増加の可能性が出てくる。また、原油価格の上昇に伴う燃料コストの増
加は、自動車の製造コストや販売価格に影響があり、自動車業界にとってリスクの増加と慎重な対応
が求められる厳しい状況となっている。

建　　設
　　

　リフォームの受注は、金額・件数ともに昨年同期に比べて大幅に増加している。国土交通省が公表
した令和7年度第3四半期の建築物リフォーム・リニューアル調査報告によると、リフォームの受注高
は、前年同期比約24％増、受注件数は同比約9％増である。一方、職人不足は継続している。

運　　輸
　　

　道路旅客運送業では、京都市内はインバウンドの追い風を受け、売上においては3月も前年比で上
昇した。前年8月に運賃改定が実施されたため必然的に上昇しているが、京都府南部域（宇治市以南）
においてはインバウンドの影響は限定的で、前年比ではほとんど横這いであった。観光客の流れは京
都市中心部に偏っており、京都府南部では、府が力を入れている茶の京都のDMO等による観光客誘
致対策も、効果は一部のエリアのみとなっている。

快晴
� DI値 40以上

晴れ
� 20〜40未満

くもり
� 20未満〜△20未満

小雨
� △20〜△40未満

雨
� △40以上

※�DIとは、Diffusion Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、好転（増加・上昇）したとする割合から、悪化（減少・低下）
したとする割合を差し引いた値です。

■中東情勢が経済活動に大きく影響
中小企業団体情報連絡員3月分報告より〔前年同月比〕京都経済お天気
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表紙タイトル「協同」背景色は、京都府印刷（工）が京にゆかりのある名前を
付した12色を創作したうちの「若竹色」です。
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【お知らせ】

京都府中小企業団体中央会
第71回通常総会

　　　■開催日　令和８年６月２５日（木）
　　　　　　　　通常総会
　　　　　　　　講演会
　　　　　　　　組合永年勤続優良職員表彰式
　　　　　　　　懇親会
　
　　　■場　所　ホテルオークラ京都

　　　※詳細が決まりましたら別途ご案内いたします。
　　　　ご予定下さいますようお願い申し上げます。
　　　　本件に関するお問い合わせは総務情報課まで
　　　　　　　　　　　　　　　（☎075-708-3701）


